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令和6年6月19日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

事業主宣言

１ 職場環境と健康面の整備と向上を目指します。

２ 法律、社内規定に沿った安全対策の向上を目指します。

３ 個人の基礎能力に配慮した、職場配置をおこないます。

４ 様々な災害事例を水平展開をし、危機管理能力の向上を目指します。

労働者宣言

１ 翌日の作業打合せに参加し安全作業の確認をおこないます。

２ 不具合又は、不安要素のある事は一度作業を中断、解決及び改善後

安全の確保が確認できてから作業の継続をおこないます。

３ 誰が現場にきても常に安全な作業環境作りを目指します。

４ 個人の基礎能力を念頭に、無理をさせない環境作りを目指します。


